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道産木材の利用拡大に向けた取組 
 
○北海道では、道民や企業に対し道産木材利用の意義を広め、道産木材・木製品の利用拡大を目指す道民運動として 
 北の「木づかい」運動を展開するとともに、市町村に対し公共施設等の木造化・木質化を推進 

○道外・海外での製品の販路拡大を図るため、道内関連企業・団体からなる協議会を設置し、展示会に北海道ブースを出展し、 
「豊かな北海道の大自然」のイメージを活かしたプロモーションを実施 

 
 

北海道 
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５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 

 
H30年６月協議会設置（道内関連企業・団体、研究機関、道 10者） 

○ 道産木材製品のブランディングを 
 強化し、オール北海道でPRする 
 ロゴマークとキャッチフレーズを作成 

①プロモーションツールの作成 

道外・海外での道産木材製品の販路拡大 

②プロモーション活動 

●WOODコレクション（モクコレ）2019 
  [東京 （ H31.1.29～30） ] 

●KOREA BUILD 2019 
  [韓国 （H31.2.20～24）] 

<出展者>道内外23企業・団体 <出展者>道外５企業・団体 

○ 首都圏・海外の展示会において、①を活用したパンフレットや  
 グッズ、「豊かな北海道の大自然」のイメージを活かした 
 プロモーション及びアンケート等によるマーケティング調査を実施 

▲KOREA BUILD 2019 北海道ブース ▲WOODコレクション北海道ブースの様子 

▲ロゴマークとキャッチコピー 

 
 

○ 事例集などのＰＲ冊子を作り、市町村が行う 
 公共施設等の木造化・木質化を促進すると 
 ともに、市町村での木材利用促進に向けた 
 体制を整備 
  -木材利用の相談窓口の設置  
  -木造公共施設等の設計モデルプランの提案 

③市町村の体制強化 

道内での道産木材製品の利用推進 

②企業の「木づかい」 

○ 民間企業を対象としたＰＲ資料の 
 作成や勉強会の開催など、 
 店舗・事務所の木造化・木質化を 
 はじめとした道産木材の利用を促進 
○ 試験研究機関との連携による 

 道産ＣＬＴの各種試験の実施  

①道民の「木づかい」 

○ 道民を対象とした見学会やセミナーの実施など、 
 住宅や身の回りの木製品での道産木材の利用を促進 

▲公共施設 
利用事例集 

▲CLT実験棟（CLTパネル工法） 



公共建築物の木造・木質化を支援するマニュアルの作成及びセミナーの開催 

○青森県では、市町村の公共建築物において、県産材を活用した「木造･木質化」の取組を支援するための「マ 

  ニュアル」を整備するとともに、大規模木造建築物におけるセミナーを開催 
 
 
 
◇取組の背景 

 ・公共建築物は展示効果やシンボル性が高いことから、これらを県産材で建築することは、県民 
  に木材利用の重要性や木の良さに対する理解を深めていただくのに効果的 
 ・しかし、公共建築物の木造化・木質化に当たって、発注者である市町村の営繕部局や受注者 
  である民間建築士の､木造建築に係る設計・各種法令解釈等のノウハウや実務経験が少なく、  
  取組意欲が低い 
 
◇事業の目的 
 ･木造建築に係る設計・各種法令解釈等に不慣れな公共建築担当者向けに、計画から建設後の 

 メンテナンスまでの流れを解説したマニュアルの作成等を通じ、県産材を活用しやすい環境を 
 整備する 
 
◇事業概要 
 ・マニュアルの作成・配布（平成２９年度） 
   

    ① マニュアル名：公共建築物等の木造・木質化支援マニュアル 
  ② 配布先：市町村の営繕部局や民間建築士 
   ③ マニュアルの内容 
      県産材を使う意義、木造化の手順・設計基準・各種法的制限の解説、県産材の流通に関 
           する情報、県産材を使用した公共建築物の優良事例、建設後のメンテナンス 
 

 ・県産材を活用した大規模木造建築物におけるセミナーの開催（平成３０年度～） 
   平成２９年度に、県内で県産材を活用した大規模な木造公共施設（八戸市立西白山台小学 
  校、東北町武道館）が整備されたことから、市町村の営繕部局や民間建築士を対象にこれらの 
  建物の見学会とマニュアルの説明会を開催 
 

 

 

マニュアル等の概要 ＜木造・木質化支援マニュアル＞ 

＜セミナーの開催状況＞ 

青森県 

7 

３ 大規模な木造建築物の設計や施工を担う人材の育成 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県地域型復興住宅の供給体制整備の取組について  
 

○ 東日本大震災津波の被災者の住宅再建等の住宅供給を円滑に行うため、県、建築士事務所協会、森林組合連合会、建設業協会等 

 から構成される地域型復興住宅推進協議会を発足（平成24年2月） 

○ 協議会は、林業・木材産業関係者・建材流通事業者・工務店等で構成される地域住宅生産者グループ（１３５グループ）の結成を支援 

○ 岩手県は、平成26年度に被災者と地域住宅生産者グループとのマッチングをサポートする制度を構築し、被災者に対し工務店等の 

 情報を提供  
   
◇ 地域型復興住宅 

 ・ 地域の木材等を活用し、良質で被災者等が取得可能な価格の住宅   
 

  
 ・ 地域型復興住宅の生産体制構築に向けた地域生産者グループの連携促進 

 ・ 地域生産者グループへの技術的支援や地域型復興住宅の普及活動   

   （パンフレット作成、住宅祭・木造住宅研究会・講演会・現地見学会の開催等） 

 ・ 地域型復興住宅マッチングサポート制度（ 岩手県業務委託）の事務局となり、工務店を探し 

  ている施主と地域住宅生産者グループとのマッチングをサポート 
 
 ・ 今後は取組を継続するとともに、地域の担い手である地域工務店や設計者の育成、新技術 

  採用や中規模住宅建築への展開にも取組んでいく 

 

 

 ・ 川上の木材供給から川下の住宅建設まで地域木材の安定した住宅供給の連携体制を構築 

  することにより、林業・木材・住宅産業が活性化し雇用も創出 

 ・ 建設時だけでなく、その後の増改築やアフターフォローの相談にもきめ細かく対応 

地域型復興住宅推進協議会の取組 

＜地域住宅生産者グループによる住宅＞ 

岩手県 

8 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

地域住宅生産者グループ（岩手県内135グループ）の取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会と地域住宅生産者グループの協働による地

域型復興住宅の岩手県内供給実績（Ｈ24.2～31.3） 

【地域住宅生産者グループによる被災者向け住宅 
供給実績】                 ３,８７２戸（推計）（ 

【地域住宅生産者グループによる住宅供給実績】 

                          １６,６４６戸（推計） 

                  

   

取組による成果 

災害公営住宅 被災者向け住宅 

６ 生産・流通体制の強化 



ＣＬＴ活用促進に向けた取組（宮城県ＣＬＴ等普及促進協議会の活動） 

宮城県 
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（協議会について） 
・設立 平成28年2月2日 設立時 79会員・現会員数 130 
                  （令和元年５月末 現在） 

・協議会の目指す方向性 
 県産材を活用した構造用建築資材「製材，ＣＬＴ，ＬＶＬ等」の普
及推進の取組を通して，県内の産学官が相互に連携し，森林の機能，
県産材利用の意義が正しく理解され，都市部の非住宅等新たな分野で
の県産材需要拡大を促進する。 
 さらに，ＣＬＴ等を活用した「木構造」建物の一般化と木材供給か
ら建築までを県内事業者が担う「オールみやぎ」の推進体制を構築し，
関連する産業の振興を目指す。 
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取組の成果 
平成28年度から継続的に研修会，見学会，各種イベント等を実施し，参加者が増加。 

WG・WS PR出展 研修・講習 施設見学 合計 延べ参加者数 

H28 14回 2回 4回 2回 22回 854人 

H29 27回 10回 7回 2回 46回 2,545人 

H30 14回 9回 35回 3回 61回 2,435人 

取組の実践例 

（建設場所：宮城県仙台市青葉区） 
  東北大学青葉山ｷｬﾝﾊﾟｽ内にＣＬＴ等県産材使用の展示ＰＲ施設を設置。 

 建設中も見学会，研修会，落成記念シンポジウム等を開催した。  

「WS形式」による公共施設設計チャレンジ 

「宮城県林業試験研究機関（林業技術総合ｾﾝﾀｰ）」の 
建替設計委託で協議会と連携 
・ 県民に木材利用の大切さを発信し，林業・木材産業を

紹介するシンボリックな研究施設として建て替えるため，
CLT等を活用し設計するにあたり，協議会会員によるﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟ（WS）形式で原材料調達，製造・加工，デザイン，
構造，施工性等様々な意見交換を行いながら設計した。 
 

 

 Ӳ ̝ɠɅɩ Ƽ ӔẎἶ ┴ ὕ ƽǵ┴ ǯ Ҳ 

 ὟḜ ֗ Ӳ ̝ǵ  

現場技術者育成研修 
  県補助事業によるＣＬＴ活用建築の建設現場において，設

計・施工の現場技術者に対して実地研修行い，より多くの現
場技術者の人材育成を行っている。 

 受講者には協議会独自の制度「みやぎ『木構造』現場技術
者」を認定授与している。平成30年度は１４人を認定。  
 

 

１ 新たな国産木材の需要創出 



秋田県における公共施設の木造化・木質化の推進 

秋田県 
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■ 県が実施する公共建築物等での木造化・木質化の推進 

秋田県では、平成13年度、県庁内に「県産材利用推進会議」（会長：副

知事、委員：各部局長）を設置し、「あきた県産材利用推進方針」、「公
共建築物の木造化及び内装木質化の推進に関する基準」を定めたほか、３
年毎に「県産材利用推進計画」を策定し、県が率先して公共建築物の木造
化、内装木質化や公共土木事業等への木材利用を進めている。 

  また、８つの地域振興局毎に「地域木材利用推進協議会」を設置し、市
町村が整備する公共建築物の木造化・木質化の推進に必要な情報交換など
を行っている。 

このような、取組等により、公共建築物の木造率は延べ床面積ベースで、
平成29年は50.5％となっている。 

県産材利用推進計画
（H14.6.11策定）

公共建築物の木造化
及び内装木質化に関する基準

（H13.3.12策定）

県産材利用推進方針
（H13.3.12策定）

県産材利用推進会議を設置
(H13.1.29)

副知事と関係
部局長で組織

国が「公共建築物等木材利用促進法」を施行
（H22.10.1施行）

さ
く

県産材利用推進方針
（H23.5.30改訂）

県産材利用推進計画
（H23.5.30改訂）

公共建築物の木造化、
木質化に関する基準
（H23.5.30改訂）

市町村木材利用推進方針
（県内全市町村で策定済み）

民間への波及

策定
指導

県は

地域木材利用推進協議会
（振興局単位に設置）連携

公共施設の木造化、木質化の実施

３年毎に改訂

 

■ 更なる木造化・木質化へ向けた仕組みづくり 
  平成23年度には、前年施行された「公共建築物等における木材の利用

の促進に関する法律」に則して「公共建築物の木造化及び内装木質化の
推進に関する基準」を改正した。 

平成25年度には、更なる木造化・木質化の推進に向け、県が整備する
公共建築物については、担当部局が当該施設の木造化・木質化を検討し、
関係３課（営繕課、財政課、林業木材産業課）と調整後に「県産材利用
推進会議」において審議の上、予算計上する仕組みに改めた。 

さらに、平成29年度からは、計画段階で関係３課で施設整備案件の情
報を共有する体制としたほか、設計段階の案件についても情報共有する
こととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「秋田県木材利用促進条例」の制定 
議員提案により、平成28年３月に、県及び市町村で進めている公共建

築物等の木造化及び木質化とともに、県民の日常生活や事業活動におけ
る木材の利用の推進に県全体で取り組んでいくことを目的とし、「秋田
県木材利用促進条例」が制定され、それに基づき、平成29年３月に定め
られた「木材利用の促進に関する指針」においても、公共部門での木材
の優先利用の促進を施策の柱として位置づけている。 

□これまでの仕組み □新たな仕組み（平成29年度～）

施
設
整
備
担
当

財 政 課

営 繕 課

林業木材産業課

施
設
整
備
担
当

財 政 課

営 繕 課 林業木材産業課

情報共有

各
課
個
別
の
対
応

２ 公共建築物の木造化・木質化の推進 



ブロック塀等の木製化の推進  
 
○山形県は昨年の大阪北部地震でのブロック塀倒壊の被害を踏まえ、「公共施設のブロック塀等の木製化を推進するためのプロジェクト                         
チーム」を設置 

○公共施設等に導入できる木製フェンスのモデルとして、風・雪に耐えられるよう構造計算を行った「山形式フェンス」を開発 

○塀の更新を計画している県有施設において、山形式フェンス等の木製フェンスの導入を推進（H30実績：４施設） 

○今後、特長や設計図などをまとめた木製フェンスの事例集を作成し、市町村や民間事業者等に広くPRしながら木製フェンス導入を推進  

 

◇特徴 

  ・県有施設等における木製フェンスの設置を推進するためのモデルとして、強度やデザイン性、メン   

  テナンス性に優れ、耐久性を確保 

 

◇樹種・設計 

 ・スギを標準  

 ・地震や風雪に耐えられる設計で、基礎の違いにより４パターン設計 

 

◇メンテナンス 

 ・耐久性向上のため、原則として薬剤の 

    加圧注入による防腐防蟻処理を実施 

 ・一般流通材（105mm角・２m）を重ねて 

    作成したシンプルな構造のため、腐朽 

    箇所が出てきた場合には交換可能 

 

◇コスト 

 ・基礎工事を含め約１５万円/m 

 

 

 

山形式フェンスの概要 

＜山形式フェンス＞ 

＜一般向けの木製フェンス（H30実績から）＞ 

山形県 １ 新たな国産木材の需要創出 
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高等学校と連携した新規就業者確保の取組 
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①対象業種 
   製材業 ・ チップ製造業 ・ 素材生産業 

②背景 
   ■ 恒常的な労働力不足 
   ■ 作業員の高齢化 
        ↓ 
   若手の新規就業者の確保が課題  
  ※３０名の求人に対して雇用できたのは１２名 
    （うち新卒者は僅か２名）※県南農林事務所管内での事例 

 
③取組内容 
   県主導で管内の高校生向けに現場見学会を実施 
  

取組の背景・内容 取組の効果 

新卒者が、就職先の選択肢の一つとして「林業・木
材産業」 を考えるようになった。 
 
現場見学会で興味を持った生徒がインターンシップ
（職場体験）を経て、本格的に就職先として検討を
開始 
 
【生徒の感想】 
 
 「木製品は身近にあるが、現場に携わるひとが働いているおかげ 
   だと知った。」 
 
 「男性がやる仕事だと思ったけど、女性でもやれるんだと思った。」 
 

 

樹種により 

においが違う。 

【チップ製造工場】 【製材工場】  

 ￼ ḭ כֿלּ פּ ḱḱḱ 

大きい！ 

機能もすごい！

福島県 ６ 生産・流通体制の強化 



地域材を活用した展示効果の高い建築物への支援  
 
○ 茨城県では，「茨城県森林湖沼環境税」を活用し，木材利用のPRなど地域への波及効果が期待できる展示 
 効果の高い建築物の木造化・木質化や木材利用のモデルとなる新築木造住宅の建築を支援 

○ 多くの県民等が身近に木と触れあう機会を創出し，県産木材の需要拡大を図る  

 
◇事  業  名  いばらき木づかいチャレンジ事業 
 
◇事業内容 

 展示効果の高い公共施設や民間施設の木造化・木質化に対する補助 
  ○事業主体   市町村及び民間施設を整備する法人 

  ○補 助 率    １/２（上限10,000千円/施設） 

  ○補助対象  木造化・木質化に係る費用（木工事費等） 

            ※木質化については，主要構造部材等は，地域材を100％活用すること 

  
 モデル的な新築木造住宅に対する補助 
  ○事業主体  茨城県木材協同組合連合会 （団体を通じた間接補助） 

  ○補 助 額  1,000千円/戸（定額） ※補助戸数10戸/年 

  ○主な採択要件 

   ・茨城県内に建築される，自ら居住するための新築の一戸建て木造住宅であること 

   ・建物全体で使用される木材が25㎥以上であり，地域材の使用率が100％であること 

   ・県内に本社を置く大工・工務店・木材販売店・建築士等によって建築・施工監理されること 

   ・現地見学会の開催など，地域材の良さを普及啓発するためのＰＲに協力できること 等 

事業の概要 

【幼稚園の木造化（牛久市）】 

茨城県 
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その他 

【地域材100％の新築木造住宅】 



栃木県産木材利用促進条例（愛称：とちぎ木づかい条例）に基づく取組 

栃木県 その他 
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「とちぎ木づかい促進協議会」の設立 
設  立  平成30年６月22日 
構  成  森林・林業・木材産業関係団体、建築関係団体、経済関係団体等２４者 
役  割  県産木材の利用促進に係る協議、情報共有 
その他  実務者レベルでの検討や、課題に応じた部会を設置し検討を行う 
 

H30(2018)の活動実績 
【会議】 
○設立総会：県産木材の利用促進に関する情報共有及び意見交換 
○第１回実務者会議：木造・木質化や県民の木づかい活動に関する意見交換 
○第２回実務者会議：森林環境譲与税の活用提案、首都圏への販路拡大に関する意見交換 
【その他】 
○県産木材の利用の促進等に関する意見要望等調査の実施 

●県産木材利用推進月間(10月)の取組 
 ・条例制定記念とちぎ木づかいフェス 及び 
  フォー ラムを開催（10月８日） 
  木工教室等木に親しむイベントや記念講演 
  を開催 
 ・林業の魅力を発信する「林業グランプリ」を 
  開催（10月20日） 
 ・その他、市町と連携し、37のイベントで条例 
  の普及啓発等を実施  

●とちぎ木づかい功労者表彰 
 ・県産木材の利用の促進に関し、特に優れた取組 
  を行った者を顕彰する「とちぎ木づかい功労者 
  表彰制度」を創設 
 ・平成30年度は、星野工業㈱、茂木町を表彰 
【参考】 

星野工業㈱：時代のニーズに応じた様々な木製品の開
発・製造販売を実施 

茂木町：町有林材をふんだんに活用した公共施設の木
造・木質化を積極的に推進 

 
○とちぎ木づかい条例は、県を挙げて県産木材の利用を進め、林業・木材産業の成長産業化を図るため、議員提案により2017年に制定 

○制定の翌年度には、条例に基づく協議会を設立するとともに、県民が木に親しむ行事を開催 

○今後も協議会を中心に、木づかい活動の促進を図るとともに、協議会における意見を本県の施策に活用 

とちぎ木づかい促進協議会設立総会 

とちぎ木づかいフェス～もくもくまつり～ 

とちぎ木づかい功労者表彰 

●その他の主な取組 
 ・公共及び民間施設の木造・木質化の推進  ・女性の視点を活かしたとちぎ材の魅力発信 等 



群馬県産２×４材の販路拡大  
 
○群馬県産の木材を群馬県内の製材工場が加工した「群馬県産２×４材」を平成29年度から生産開始 

○群馬県産２×４材の供給及び使用に取り組む各事業者（森林組合・製材・パネル工場等）が連携し、「群馬県産２×４材販路
拡大グループ」を設立。「群馬県産２×４材（ぐんまの木ツーバイフォー材）」の普及をめざして展示会への出展や建築士等向け
のセミナーの開催、生産現場見学会や構造見学会などを実施 

○今年度から県産材を使用した住宅に対する補助事業「ぐんまの木で家づくり支援事業」の補助対象に２×４工法を追加し、群
馬県産２×４材の更なる普及を図る。また非住宅分野での利用拡大を目指したＰＲ活動を積極的に展開していく予定 

 

Å 主要部材の多くを外材に頼る２×４工法において、部材の一部を県産２×４材に
置き換えることで、県産材の新規需要創出が図られた 

Å ２×４材の規格に合わせた造材を実施するなど、需要者側のニーズに基づいた
原木を山元から直送する新たな仕組みを構築することができた 

群馬県 
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その他 

県産スギ・ヒノキの素材生産 製材 

群馬県内 

県内外のパネル工場 

直送 

【群馬県産２×４材使用事例】 

☆県産２×４材を使用したグループホーム 
（高崎市） 

☆県産２×４材を使用した賃貸住宅 （富岡市） 

2.4m造材を中心に、
2×4材の規格に合
わせて造材を実施 

住宅・非住宅建築物 

群馬県産２×４材の取組効果 

小ロットから
短期間で製材
品を提供 



森林の循環利用の推進 ～公共建築物における木材利用の推進～  

 
 
・森林環境譲与税の導入を契機に、市町村の公共建築物における木材利用拡大の機運が高まる。 
・市町村から、「木造建築に精通する人材が不足」、「県産木材に関する情報が不足」等の意見があった。 
 
○県産木材を利用しやすい環境を整備し、市町村が取り組む木造公共建築物整備を支援、県産木材の利用拡大を図る。 
 

埼玉県の取組の概要 

埼玉県 
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運営：埼玉県木造公共施設推進協議会 

市 

町 

村 

等 
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
公
共
建
築
物
の 

木
造
化
・木
質
化
の
実
現 

木造建築技術アドバイザー 
・アドバイザーによる木造建築技術支援 

・木材情報収集・情報提供及び連携支援 

・モデル建築プラン及び先進事例集作成 

 

 

木造建築技術者講習会 
  
・中大規模木造建築技術に精通した人材育成 
 

 
 

埼 

玉 

県 

             委託 

             補助 

             支援 

取組の背景・目的 

２ 公共建築物の木造化・木質化の推進 



木材利用シンポジウムin千葉 ～ちばの木を活用する｢まちづくり」～ の開催 

千葉県 
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ü 木材利用に取り組む川上から川下までの民間事業者・関係団体等の20者が連携し、民間主導により木材利用拡大のための 
シンポジウムを開催。 

ü 木材利用の意義の普及を図るとともに、川上から川下までの関係者が集い、木材利用拡大に向けた意見を交わすことにより   
課題解決や連携組織づくりに取り組んだ。 

 日 時 2019年1月23日(水)13:20～17:15 
 会 場 船橋市勤労市民センター ホール  
 参加者 204人（建築・設計関係、住宅関係、木材関係、市町村ほか） 
 
 主 催 木材利用シンポジウムin千葉実行委員会 
         千葉県木材振興協会、千葉県森林組合連合会、千葉県森林整備協会、 
         千葉県木材市場協同組合、千葉県木材青壮年協議会、 
         ちばの木づかい協議会、石井工業㈱、亀村木材㈱、㈱キーテック、 
         越井木材工業㈱、杉田建設興業㈱、㈱ティ・エス・シー、飛島建設㈱、  
         土木学会木材工学委員会、丸宇住宅資材㈱、  
         三井ホームコンポーネント㈱、木材活用地盤対策研究会、  
         子育て支援ステーションニッセ、㈱山二建具、千葉県 
 
 プログラム 
   基調講演 人とくらしを豊かにする「木の良さ」を科学する 
                    （森林研究・整備機構 森林総合研究所 杉山 真樹） 

   基調講演 木材利用の拡大に向けて 
                     （林野庁林政部木材利用課 課長補佐 宮脇 慈） 

   千葉県の木材利用の取り組み            （千葉県農林水産部森林課） 

   JAS構造材利用拡大事業について             （千葉県木材振興協会） 

   千葉県内の木材利用推進事例                （実行委員会構成員） 

   パネルディスカッション 「木材利用のさらなる拡大に向けて」 

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



都における木塀の普及に向けた取組 

 
○昨年の大阪北部地震でのブロック塀倒壊の被害を踏まえ、都有施設において国産木材を活用した塀の設置を推進 

○木塀の設置を更に推進するため、標準的な仕様をまとめたガイドラインを作成 
 

 
 
 
 
◇設置における考え方 

  ・ 高耐久かつ無塗装の仕様でメンテナンスコストを減らし、自然の風合を活かす。 
  ・ 補修を考慮し、木部は部分的交換ができるように。柱は強度及び耐久性を 
    考慮し、スチール製 
  ・ 試行的に高耐久性加工（熱処理）木材を使用 
    → 高校ごとに仕様を変えて検討。(木材の固定方法、空隙等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇今後の展開 

  試行設置３校に加え、可能な限り木塀の設置を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 木塀の設置例 （都立学校） 

東京都 
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◇目的 

 ・ 都有施設で木塀を設置するに当たり、標準的な仕様を設定 

 ・ 都民や民間企業が木塀等を整備するための参考資料にも活用 

◇仕様（設計条件） 

 ・ スギ、ヒノキを標準 

 ・ 耐久性向上のため薬剤加圧注入による防腐防蟻処理 

 ・ 耐用年数を40年と設定（基礎は現場築造、支柱は鉄製 等） 

 ・ 塀や柵の木製部分は容易に交換できるよう一体化 

◇維持保全 

 ・ 日頃の点検や定期的なメンテナンスが重要であるため、チェック 

   リストや標準的なメンテナンスコストの概算額を掲載 

◇コスト 

 ・ 公共工事向けの標準単価を設定（概算工事費167,000円/ｍ～）※ 

 

 

 

 

 

２ 国産木材を活用した塀等のガイドラインの作成 

柵タイプ 塀タイプ 

昨年７月に実施したブロック塀等の状況調査の結果を踏まえ、 
都立学校への木塀の試行設置に着手 （プールサイド部分の目隠しとして） 

都立国立高等学校への設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ 工事概要 
  ・ 塀の長さ  ５６．３m(総延長)    ・  塀の高さ   １．８ｍ 
  ・ 材質     杉（加熱処理）     
   

※材料、工賃などの費用（直接工事費）に安全管理等に必要な経費（共通費） 
 を加えたもので、 実際の契約額 

１ 新たな国産木材の需要創出 



県立学校ブロック塀の木塀への交換 
 
○神奈川県は、2018年6月に発生した大阪府北部地震でのブロック塀倒壊の被害を踏まえ、既設ブロック塀の木塀への交換を行った。 

 
◇目的 

 ・一部の施設において、既存のブロック塀のうち、現行法規に適合しないものを木塀に交 換し、
通学路の安全を図る 

◇平成30年度実績 

 ・県立高等学校等３校で実施（写真１～３） 

◇仕様 

 ・平成30年度実績はすべて神奈川県内産のスギ材 

 ・耐久性向上のため、塗料による防腐処理または焼きスギ 

◇今後の展望と課題 

 ・県産木材、特に虫害材等低質材の新たな用途としても期待できる 

 ・市町村に働きかけ、森林環境譲与税を活用することで利用促進を図っていく必要がある 

 ・仕様書、構造図等、市町村に提示できる標準モデルを作成する必要がある 

 ・既存のブロック塀に比べ設置コストが高いので、利用促進に向けてコストを下げる必要がある 

実施概要 
写真１ Ａ高等学校（横浜市） 施工延長１１．２ｍ 

写真２ Ｂ高等学校（相模原市） 施工延長７８．４ｍ 
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写真３ Ｃ養護学校（横浜市） 施工延長７１．１ｍ 

神奈川県 １ 新たな国産木材の需要創出 



ＣＬＴ等木材利用の新技術普及の取組  
 
○H29～30年にかけて、ＣＬＴを採用した県営施設を３棟整備し、構造、完成見学会を開催 

○ＣＬＴの普及啓発冊子「新潟県ＣＬＴ利用のすすめ」を発行し業界関係者へ配布 

○木材利用の新技術を採用したモデル性の高い民間施設の整備への支援を実施 

○設計業界団体が行う木材利用の新技術設計者養成講座への支援を実施 
 

 
  県内ではＣＬＴ等木材利用の新技術がほとんど普及しておらず、設計できる技術者も不足 
していることから、以下の取組を実施 
 
【取組の概要】 

◇県営施設におけるＣＬＴの採用と、見学会の開催 
 ・ＣＬＴを採用した建築物を県で整備（Ｈ２９：２棟、Ｈ３０：１棟） 
 ・ＣＬＴに関する技術的な助言を行うアドバイザーを設置し、設計者をサポート 
 ・県営ＣＬＴ施設において見学会を開催し、設計・建築・木材関係者等、延べ６３６名が参加 
◇ＣＬＴ普及啓発冊子の発行 
 ・ＣＬＴの特長や県内外の活用事例を紹介した冊子「新潟県ＣＬＴ利用のすすめ」を発行 
 ・冊子はＨＰで公開するとともに、設計、建設、木材業界関係者へ配布 
◇木材利用の新技術を採用したモデル性の高い民間施設の整備への支援 

 ・公共施設に限定した木造、木質化の支援事業を拡充し、新技術を採用した商業施設も対象化  
 ・H30は木材と鋼材のハイブリッドトラス工法を採用した民間施設へ支援 
◇木材新技術設計者養成講座への支援 
 ・業界団体が行う木材利用の新技術設計者養成講座に対して支援 
 ・ＣＬＴの構造計算をはじめとした各種講座に延べ７７名が受講 
 
【成 果】 

 ・ＣＬＴ等木材利用の新技術が業界関係者に一定程度浸透し、公共施設だけでなく民間施設 
 においてもＣＬＴが採用されるようになった 

取組の概要 ＜県営ＣＬＴ施設における見学会の開催＞ 

＜木材新技術設計者養成講座への支援＞ 

新潟県 
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１ 新たな国産木材の需要創出 



県産材とアルミを活用した「富山型フェンス」について 

富山県 
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■概要 

 富山県産材と本県の主要産業であるアルミを活用した「富山型フェンス」（「と

やま県産材需給情報センター」が開発）をモデル的に採用した、県有施設のブ

ロック塀改修工事が完了したもの 

※ 「とやま県産材需給情報センター」 

  県産材流通の川上・川中・川下を結び、需給マッチングの円滑化の中心となる組織 

  で、平成30年４月に林業・木材関係団体により開設 

■施工内容 

 ・施工延長：２１ｍ 

 ・高さ：１．８ｍ 

 ・材料：塀板には、防腐防蟻処理を施し、耐久性を向上させた県産スギ板、 

      フレームには、県内製アルミ押出形材(おしだしかたざい)を使用 

 ・施工費：約１０万円／ｍ（基礎工事含む） 

■特徴 

 ①塀材に木材を使用することで、景観性に優れ、軽量で安全性が高い 

 ②柱や笠木などのフレームに、強度が高く耐用年数の長いアルミを使用し､ 

   塀材の部分交換が可能な構造とすることで、維持管理コストを抑制 

 ③部材（県産スギパネルとアルミフレーム）をキット化することで、施工の 

   省力化を実現 

前面 

背面 

■今年度より、公共施設等の木造化・内装木質化に対する支援

制度及び県産材を使用した住宅支援制度及びにおいて、県産材

を活用したフェンスを補助対象として追加 

１ 新たな国産木材の需要創出 



他産業との連携による林業収益力向上対策 
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ICTを活用した作業の省力化 

製造業と連携した「林業の低コスト化」 

ドローン・ＡＩを活用した森林境界推定 

Ｂ さ んスギ

Ｃ さ んヒ ノ キ

Ａ さ んスギ

ドローン画像 
木の高さや太さから 

AIで植林時期を判別 

樹種や樹齢の違いを判別することで境界を推定 

葉の形状や大きさから 
AIで木の種類を判別 

 ドローンの撮影画像からＡＩ技術を用いて木の種類や大きさを 

 判別し、森林境界の推定作業を効率化するシステムの開発 

ＩＴ企業等と連携した「森林境界推定の効率化」 

 ICTハーベスタの活用  

生産コストの ２５%削減 

・撮影データを３Ｄ化、 
 自動解析 
・立木本数や材積を把握  
   

ドローンの活用  高性能林業機械の活用  

資源量調査の効率化  丸太計測・仕分け 

の効率化  

伐採・集材の効率化  

木の伐倒や木寄せ作業
の機械化    

丸太を切り揃える際に
直径や材積を自動計測  

 
○ 主伐を積極的に進めていくためには、森林所有者の収益力を向上させ、木材を市場に供給 

  しやすい環境を整えることが急務 

 

 

 
  ① 製造業と連携し、林業の生産現場にICTを取り入れた低コスト作業システムの構築を促進 

  ② 県内IT企業等と連携し、ドローンの撮影画像とＡＩ技術を活用した境界推定作業の効率化を推進 

６ 生産・流通体制の強化 石川県 



民間施設における県産材利用の推進 

福井県 
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○福井県では、民間分野における施設の木造化・木質化、木製品の導入を推進しており、それらの経費に対する支援を実施 

○大規模施設の建設に係る県産材利用に関する見積もり、納期等の情報提供窓口の設置 

○行政と木材関係事業者等との連携による県内企業等への県産材利用に係る普及活動の実施  

 
◇民間施設の木造・木質化、木製品の導入に対する支援 
 ・助成対象…学校法人、社会福祉法人および店舗等の民間施設で、多くの県民が利用するもの 

 ・木造化支援…県産材の使用に係る工事費の１／２以内（上限２００万円） 

 ・設計支援 …県産材を使用する建築物の構造設計に係る経費の１／２以内（上限１００万円） 

 ・木質化支援…施設の内外装に使用した県産材の量に対して定額支援（上限１００万円） 

 ・木製品支援…県産材を使用した木製品の購入に係る経費の１／２以内（上限１００万円） 

 ・机・椅子支援…小学校が整備する机・椅子の購入に係る経費に定額支援（上限15,000円/セット） 

 

◇ふくい県産材製品ワンストップ相談窓口の開設 
 ・大規模施設等における県産材の利用において、製材品の安定供給を行うため、県・市町の設計担当者 

  や民間の設計事務所等に対し、県産材の各種製品、見積や納期などの情報を提供する相談窓口を福 

  井県木材協同組合連合会に設置 

 

◇ふくいの木使ってもらい隊による県産材利用の推進 

 ・平成２９年７月の“みんなでつかおう「ふくいの木」促進条例”の施行を受け、森林組合や木材加工業者 

  と県で組織する「ふくいの木使ってもらい隊」を結成し、県内企業等に対し県産材を使う意義や施設での 

  利用を働きかける活動を実施 

取組みの概要 

ワンストップ相談窓口開設 

店舗の木質化 

１ 新たな国産木材の需要創出 



山梨県有林材の需要拡大の取組 
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やまなし提案型システム販売 

一般住宅向け県有林材販売  県内の一般住宅における県有林材の利用促進及び認知度向上を図ることを目的に、県内で県有林材を活用した家
づくりを行う企業グループ（加工・流通・建築等）に対して、住宅一棟単位から県有林材を販売する取組 

販売の流れ 

̔

̔  

ὤ
Ӳϐ  

豊富なＦＳＣ認証材 
  国際森林認証面積は、 
  14万3千㌶で全国1位  
（国内認証面積の約3分の1） 

ׄ
̔
┴ ʺ

ϐ  
ὑ

Ṹ 
 大学施設 

 一般住宅 

 県産ＦＳＣ認証材の利用を計画する企業グループ（伐採・加工・流通）から、ブランド力の向上や県内産業の振興等に
寄与する提案を求め、県が審査・選定した上で販売協定を締結し、県産認証材の安定供給を行う取組 
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やまなし提案型システム販売の概要

部　門 協定タイプ 販売（協定）期間 最大期間 材　積 募集受付 対象プロジェクト プロジェクト内容

五輪関連施設 新国立競技場等

○○学校校舎、○○庁舎等

H30～H32（第2期） 3年間 10,000㎥/年 　第2期追加募集予定 施設、製品等ごと 住宅、商業店舗、日用品等
通常製品

木造施設
建築型

H28～ 1年程度 10,000㎥/年 　随時　　　 特定施設ごと

一般住宅向け県有林材販売の概要

募集受付 協定期間
協定材積*

1グループ毎
販売

開始時期
応募資格 審査事項

R1追加募集予定
（９月～）

H30～H32 30㎥～/年 H30.12～

・構成する企業グループに山梨県物品等競争入札参加資格を有する者を含む。
・構成者（製材・加工事業者及び製品流通事業者）はFSC COC認証を有する、
もしくは山梨県産材・合法木材取扱事業者認定を受けている等

・県内の一般住宅における県有林材の利用
促進及び認知度向上に寄与する提案内容と
なっているか等
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山梨県 １ 新たな国産木材の需要創出 



地消地産による木の香る暮らしづくりの推進 

◇事業の概要                                           （金額単位：千円） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
◇今後の取組 
○子どもの居場所の木質化が促進されるよう、モデル性の高い施設の事例を、発表会やＨＰにより 
  情報発信 
○県産材公共サインについて、関係機関と連携し、波及効果・モデル性に配慮して、設置場所や 
   デザイン等を検討 
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事業内容 事業主体 補助率 Ｈ３０事業内容 補助金額等 

①子どもの居場所の 
 木造・木質化支援 市町村等 

１／２ 
以内 

商業施設等の木質
空間の整備 ７施設 １０,６９９ 

②木の調度品、おも 
 ちゃ等の設置 市町村等 

３／４ 
以内 

図書館等へのおも
ちゃの設置 ５７施設 ９，８７９ 

③木工体験活動支援 
小・中学校

等 

３／４ 
以内 

小・中学校等の木
工教室開催 ２５箇所 ６，６９２ 

④県産材公共サイン   
 の作成 市町村等 委託 県産材公共サイン等の基礎調査 ２，８３７ 

合        計 ３０,１０７ 

   ＜木のおもちゃ設置事例＞ 

＜木工体験活動の事例＞ 

 
○長野県は、木材をはじめとする各分野で、地域の強みを活かした「地消地産」の取組を推進 

○日常的に木材を利用する機会が減少していることから、幼少期に木と触れ合う機会を提供するため、市町村や民間事業者が行う 

  保育園の木造・木質化等を支援 

○県産材を活用した案内標識などの公共サインを、市町村と連携し、観光地等に設置することで県産材をＰＲ 
 

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 長野県 



岐阜県 
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  国産材の輸出量が増加傾向にあるアジア圏を中心に、付加価値の高い県産木材製品の輸出を推進する

ため、平成２７年３月に「岐阜県産材輸出推進協議会」を設置し、県内事業者の活動を支援 

■輸出のターゲット 
  ヒノキを主体に構造材や内装材、調度品など付加価値の高い製品の輸出を支援 

  ＜韓国：構造材を中心、台湾：内装材を中心＞ 

 

■取組内容（平成３０年度）  
 ・岐阜県産材輸出推進協議会（県内企業等４７社）の運営 
 ・県内において、韓国の設計事務所等を対象とした「韓国技術者研修会」を開催 
 ・県内企業と共に「ＫＯＲＥＡ ＢＵＩＬＤ２０１９」へ出展 
 ・台湾において常設展示場「GIFU Taipei Wood Style 」を開設 
 ・海外展示会への出展やバイヤーとの商談等の経費を助成（輸出に取組む企業活動を支援） 
 
■輸出に向けた取組（支援事業）の成果 
 ・海外技術者の育成により、韓国において日本式木造住宅を建築する体制整備ができた 
 ・台湾の常設展示場において、県産材製品のＰＲができ、現地代理店となり得る台湾企業と 
 交渉中 
 
■今後の展開 
 ・韓国へ木造軸組住宅の輸出を促進するため、引続き海外研修会により海外技術者を育成 
 ・台湾の常設展示を継続し、イベント（セミナーや商談会）を開催 
 ・中国において、県産材製品ＰＲのための展示を新たに実施 

＜韓国展示会の出展＞ 

＜台湾常設展示場の開設＞ 

１ 新たな国産木材の需要創出 

木材輸出に関する取組内容 



県有施設の森林認証（プロジェクト認証）取得 

静岡県 ２ 公共建築物の木造化・木質化の推進 
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◇取組の背景 

 ・静岡県では、「“ふじのくに”公共建築物等木使い推進プラン」を策定し、公共   

  建築物における県産材の率先利用に取り組んでいる 

 ・適正な森林管理と非住宅分野を中心とした県産材製品の需要拡大を目指し、 

  森林認証林の拡大と森林認証材の供給体制の整備を促進 

   （ốỞỎḱỞỒỐỎ）  Ỉ ỉ ha（ Ệ ） 

 

◇取組の概要 

 ・近年整備した県有施設で県産の森林認証材を使用 

 ・地域の関係団体等を中心に、納材や施工に携わった関係者の連携により、 

  認証材使用部分のプロジェクト認証を取得 

 

◇波及効果 

 ・県有施設が森林認証普及のツールとして機能 
     ḭ ︢ ︡  

 ・地域連携による森林認証材の供給の象徴 
    （ ）  
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第70回全国植樹祭の開催理念を継承する木材利用促進  

 
○公共建築物や住宅分野において、木材利用を引き続き促進 

○全国植樹祭の開催を契機に、都市部における木材利用を促進  

 
◇公共建築物 
 ・副知事を座長とする「愛知県木材利用促進連絡会議」において、毎年度「あいち木づかいプラン」 

  を策定し、全庁を挙げて公共施設や公共工事での県産木材利用の取組を実施 

  

◇住宅分野 
 ・住宅関連イベントで、県産木材を使った住宅の構造躯体や木材製品を展示し、建築士、工務店、 

  一般消費者に対するＰＲを実施 

 ・（公社）愛知建築士会と連携し、県産木材を活用した新技術等の設計・施工の取組に対し、 

  建築士へ技術料を支援 

 
◇全国植樹祭 
 ・開催理念： 私たちは、「木材の利用」を山村（やま）と都市（まち）をつなぐ架け橋とし、健全で活力ある 

  「森林（もり）づくり」と「都市（まち）づくり」を進めていきます。 

 ・お野立所、特別招待者席、一般招待者のベンチ等に県産木材をふんだんに利用 

 ・会場となった愛知県森林公園の案内所では、ＣＬＴを活用するとともに、梁、腰壁、床等に県産木材を 

  利用して建築 

 

◇新たな取組 
 ・多くの県民が利用するＰＲ効果が高い民間施設等での県産木材利用に対する支援 

  （事 業 名）木の香る都市（まち）づくり事業 

  （対    象）多くの県民が利用する民間施設等 

          例：コンビニ、銀行、病院、飲食店、ショッピングセンター 等 

  （内    容）木造化、内装木質化、木製備品の導入経費に対し、１／２以内を助成 

  （選定方法）外部有識者や専門家等で構成する事業選定委員会により、事業効果等を審査、決定 

木材利用の主な取組 

＜お野立所＞ 

＜森林公園案内所＞ 

愛知県 
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１ 新たな国産木材の需要創出 



三重県「木づかい宣言」事業者登録制度の創設  

29 

■対象：店舗や事務所等において木造・木質化や木製の備品・日用品の使用、木育 
    遊具の導入等、積極的かつ計画的に県産材を使用し、県民の目に触れやす 
    い形で、県産材をＰＲしていただける事業者。 

■登録方法：県に登録申請書および木づかい運動計画書を提出。 

 

 

三重県 ５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



滋賀県のウッドスタート宣言 

滋賀県 
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○全国の都道府県ではじめて滋賀県がウッドスタート宣言 

○木育円卓会議ｉｎ滋賀２０１５を開催 

○市町や保育園等による「ウッドスタート（木育）」の取組を支援 
 

木育円卓会議in滋賀2015 

ウッドスタート宣言 

  【 きっかけ 】 
Å滋賀県では、平成27年度から琵琶湖森林づくり事業による「ウッドスタート支援事

業」を実施。 
Å平成27年12月に、滋賀県草津市に本社を置く（株）ＧＲｉＰ’Ｓが東京おもちゃ美術

館との間で、知事立会のもと、県内初となる「ウッドスタート宣言」に調印。 
Å「木育円卓会議in滋賀2015」を開催。 
Å  平成29年2月23日に、東京都江東区で開催された「第４回木育サミットｉｎ江東区」

にて、知事がウッドスタート宣言することをビデオメッセージで表明。 
 

  【 目   的 】 
Å東京おもちゃ美術館と連携して、県の「木育」の取組をさらに進めていくとともに、

この取組を全国に情報発信していく。 
 

  【 内    容 】 
Å平成29年3月22日に、全国の都道府県ではじめての「ウッドスタート宣言」を行い、

全国で木育活動に取組む東京おもちゃ美術館との間での調印式を執り行った。 
Å同年9月15日に、シンポジウムを開催し、木育実践者によるパネルディスカッショ

ン等を実施するなど木育を推進している。 

 経  緯  

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



川上から川下までの事業者連携の取組 
 
○京都府では、「京都府産木材利用推進協議会」の構成員として、川上から川下までの産・学・官関係者と連携し、京都府産木材認証制
度の適切な運営と府内産木材の利用拡大を推進 

○平成29年度に府内産木材の需要拡大の担い手となる工務店や設計事務所からなる「緑の事業体」が協議会に加わり、川上から川下
の情報共有体制を強化 

○今後は、京都府産木材利用建築コンクールや建築士・工務店を対象とした工場見学会に取り組むとともに、引き続き京都府産木材認
証制度及びクリーンウッド法に基づく合法性確認の説明会などにより、川上から川下までの連携を一層強化していく方針 

 
◇目的 
 ・京都府産木材認証制度の円滑な運営 

 ・京都府産木材の利用推進 

◇構成 

 ・府内産木材を取り扱う生産・加工・流通事業者からなる「取扱事業体（248社）」 

 ・府内産木材を活用する工務店や設計事務所からなる「緑の事業体（258社）」 

 ・アドバイザー：学識経験者、京都府 

◇活動内容 
 ・透明性の高い京都府産木材認証制度の運営に係ること 

 ・京都府産木材認証制度の拡充に係ること 

 ・京都府産木材の利用・販売の促進に関すること 

協議会の概要 

＜H30京都府産木材認証制度等説明会＞ 

＜組織図＞ 

京都府 
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【普及資料】 【説明会の様子】 

 

 
素材生産業者 

木材市場 

木材加工業者 

流通販売業者 

緑の事業体 
( 工務店･設計事務所 ) 

取扱事業体 

利
用
推
進
協
議
会 

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



子育て施設における木のぬくもり推進の取り組みについて 
 

大阪府では、子どもの成育環境を充実するとともに、子どものころから木材に接し、その良さを体感し、森林の大切さについての理解を深

める「木育」の促進及び府内の森林資源の循環利用による健全な森林の保全に資することを目的として、「子育て施設木のぬくもり推進

事業」を実施しています。 

事業の概要 

大阪府 
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補助対象経費 
対象施設内の子どもが利用する場所※1の内装等※2及び木製建具をおおさか材※3により木質化するた
めに要する工事請負費※4及び設計費 
※１ 子どもの教育又は保育を行う場所であって、保育室、遊戯室、廊下及びテラス 
※２ 床、壁（現しの木製壁含む）、ウッドデッキ等の面的な部分。家具（机・椅子等）、遊具は対象外 
※３ 大阪府が認定した地区内で伐採・生産された木材を、大阪府に登録された認定事業者が製材し
た木材 
※４ 現在の床材等を剥がす作業、下地を造作する作業等を含む、内装等の木質化に要する全ての経
費 
  
補助金の額  
補助上限額は１施設あたり250万円 

（補助率：補助対象経費の１／２以内） 

主な応募要件 
○原則として「おおさか材」（認証材）を使用する
こと 
○おおさか材の使用量が木質化する各場所の
面積１㎡当たり0.0１㎥以上 
○木質化の視察や見学会など、年6回以上の木
育活動を行うこと 
（事業完了の翌年度から3年間、活動の実施状
況を報告する） 
○整備後のアンケート調査等へ協力すること 

対象施設（大阪府内所在） 
○幼稚園 
○認可保育所 
○認定こども園 
○地域型保育事業を行う事業

所 
○企業主導型保育事業を行う

事務所 

ǵ ἧ 

᷂Ḣǵ ǲȉ ǞǭǋȅǠ 

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



防火地域におけるＣＬＴ+鉄骨ハイブリッド構造による中層建築物の建設 

兵庫県 
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施設の概要 

構 造 １階 鉄筋コンクリート造、２～５階 CLT+鉄骨造  

面 積 敷地面積 355.24㎡、延床面積 1,567.10㎡ 

工 期 平成30年３月１日～平成31年１月15日 

事業費 808,347千円(解体費含む） 

補助金 253,050千円 

CLTの概要 
利用量 221㎥（兵庫県産スギ・ヒノキ） 

利用部位 壁（2～5階）、床（3～5階） 

厚さ 床:150mm、外壁:210mm、間仕切り壁:145mm 

兵庫県林業会館の特徴 

◇鉛直力を支える鉄骨フレームと地震力に耐えるCLT 

 耐震壁で構成 

◇床にCLTを採用することで建築物の軽量化(30%減） 

 と工期短縮(15%減)を実現 

◇鉄骨造の梁により、オフィスビルに適した無柱空間を   

 実現 

目的 

 都市部防火地域において構造材にCLTを採用すること 

により、今まで木材が使われてこなかった中高層建築物 

や都市部の民間建築物等に県産木材の普及を図る 

１ 新たな国産木材の需要創出 



「材工分離発注方式」による奈良公園バスターミナルの木質化 

奈良県 
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○奈良県では、「公共建築物における”奈良の木”利用推進方針」にて、県が整備する公共建築物への県産材利用を積極的に推進 

○特に、整備に使用される木材の量が多い場合や流通量が少ない製材品を使用する場合においては、調達期間を十分に確保するため、 

     材料発注を工事発注より先行して行う「材工分離発注方式」により実施 

○本施設は奈良公園中心部への出入り口に位置し、多くの人が訪れる交通・観光の要所であるため、県産材を広くＰＲすることが可能 

 
【所   在   地】 奈良市登大路町 
【構   造】 鉄骨造  一部  鉄筋コンクリート造 
【階   数】 地上３階  地下１階建 
【竣 工 期 日】 平成３０年１２月 
【整 備 内 容】 東棟２階レクチャーホールの椅子の内装木質化 

          東棟西側ルーバーの外装木質化 
【規   模】 延べ床面積 ５，９２８ ｍ２   
【県産材使用量】 約 ３０ ｍ3 
【樹   種】スギ 

奈良公園バスターミナル木質化の概要 

【特   徴】 
 ・レクチャーホールの椅子（観覧席）には、背及び肘の部分に奈良県産材を 
  使用。特に、肘の部分については、県産スギの圧縮材を使用。特注品。 

 ・外部のルーバーには、防腐処理を施した150mm角の柱状の県産スギ集成材  
  を、縦方向に配置。 【２階レクチャーホール】 

２ 公共建築物の木造化・木質化の推進 



木材利用マニュアルを活用した木材の利用推進  

○「木の国プロジェクト」を通じ、全庁的に木材利用を推進 
○公共事業での木材利用を推進するため、県実務担当者向けの「木材利用マニュアル」を策定し、木材利用を推進 

 
◇和歌山県では、平成９年に「木の国プロジェクト」を創設し、全庁的に木材利用を推進 
   
  使用する木材は原則、県内の森林から産出され、県内で製材加工された『紀州材』 
 
◇県公共事業において、木材利用マニュアルを策定し積極的に木材利用   
 
    １．公共建築工事木材利用マニュアル（平成２９年２月１５日策定） 
        
     ・低層公共建築物の原則木造、内装木質化の推進等 
 

     ・木造建築物の構造材は原則として市場に流通している紀州材の無垢材 
       
       ・一般国産材を使用するものとして積算した木工事費の１００分の１１０を超えない範囲に 
               お いては、紀州材を優先使用 
 
 

   ２．公共土木工事木材利用マニュアル（平成２６年６月４日策定） 
      
     ・原則、紀州材を使用 
     

     ・土木工事で使用される木製工法のコスト、性能を分析し、以下に分類 

       １）必ず木材を使用する工法 
       ２）原則、木材を使用する工法であるが、現場の条件によっては使用できない工法 
         ３）原則、木材を使用する工法であるが、使用するエリア等を特に限定する工法 
 

◇その他、市町村の建築物に関する木材利用への補助、事務用品の木材利用を推進 

 概 要  

和歌山県 
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木製ガードレール 【国道４８０号（有田川町）】 

木製卓上 
ネームプレート 

土砂災害啓発センター （那智勝浦町） 

１ 新たな国産木材の需要創出 



「スギ厚板耐力壁」の開発・普及による県産スギ材の利用促進 

鳥取県 

 
○県産スギ材の利用促進及び耐震性に優れた木造住宅の建設を推進するため、鳥取県林業試験場がスギの厚板と木片（ヒノキダボ）を

組み合わせた壁（スギ厚板耐力壁）を開発 

〇平成29年4月13日にスギ厚板耐力壁の壁倍率の国土交通大臣認定 2.2倍を取得 

○耐力壁の利用促進を図るとともに性能確保のため、県産材の普及に取組む工務店等を対象に技術講習会を開催 

○林業試験場での施工事例を活用し、県内の設計事務所、工務店等を対象とした講習会等を通じて、地震に粘り強く耐え、被害状況が
直接確認でき、簡単に応急補修できるメリットを広く 周知し、木造戸建住宅の新築やリフォームへの利用を推進予定 

 
①地震に対し粘り強く破壊に耐える構造 
 ・地震等の力で壁が変形する際、ダボが潰れて 

  力を吸収するため壁板は割れず 

  釘の引き抜きも無い 

 

 
②被害状況を直接視認でき、すぐに簡単に応急補修できる 
 ・耐力壁の壁面を表しで使うため、スギ厚板とダボの連結部を確認でき、余震に備え潰れたダボを交換可能 
 
③壁面がそのまま意匠性を持つ 

 ・スギ厚板がそのまま意匠となり、スギ無垢の風合いや木のぬくもり・香り・手触りが楽しめる 
 
④地震被災後の修繕に要する経費を考慮すると構造用合板の場合と同等のコスト 

 ・構造用合板に比べて設置費は高いが、ランニングコスト・修繕費を加えると経費は同等となる 

 

 

 

 

⑤壁倍率の国土交通大臣認定 2.2倍を取得（認定年月日：H29.4.13） 

 ・大臣認定を取得したことにより、新築の耐震構造計算に使用できる 

スギ厚板耐力壁の特徴 

スギ厚板 

木片（ヒノキダボ） 

スギの厚板と木片
（ヒノキダボ）を組み
合わせた壁 

ȷȬԌ ҘṢ  

スギ厚板 

ダボ 

地震の力 

厚板の移動 ダ
ボ 

チップ 

区分 
設置費 

(材料費+人件費) 
ランニングコスト 

（１回の化粧面貼り替え） 
地震被災後の修繕費 計 1棟当たり 

スギ厚板耐力壁 １６，１００円 不要 １，５００円（ダボの交換） １７，６００円 ７０４千円 

構造用合板（化粧面仕上げ） ６，６００円 ２，１００円 ９，０００円（撤去・再設置） １７，７００円 ７０８千円 

筋交い（石こうﾎﾞｰﾄﾞ＋化粧面仕上げ）  ８，１００円 ２，１００円 ９，４００円（撤去・再設置） １９，６００円 ７８４千円 

（1m2当たり） 

（地元工務店聞き取り） 

˗͈  
 ֝ ḹƼ ṑ ƽ 

研究棟の壁に
鳥取県産スギ
厚板耐力壁を
使用。 
（H30.3月竣工） 

４ 新たな技術の研究開発 
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○島根県では、民間非住宅部門も含めた建築物の木造化推進のため、木造で設計できる建築士を育成。 

○平成２３年から、木造建築に取り組む県内建築士をグループ化し、木造建築物に関する技術習得・知識向上を目的とした活動を支援。  

○木造非住宅建築物への助成や、民間非住宅建築物の設計マニュアルの作成等を通じて木造建築が取組やすい環境づくりに取り組む。 

＜内容＞ 

 ・建築物の木造化に向けて、島根県の建築士（約1,200人）の中で、大学で木造設計を学んだ 

  ことがある建築士が殆どいないことが大きな課題 

 ・このため、ＰＲ効果の高い民間施設の木造化・木質化に対し、以下の取組を実施 

  ① 木造建築に取り組む県内建築士をグループ化し、技術向上のための研修会の開催 

  ② 県産材を使用したモデル的な非住宅木造施設への事業費の一部を支援  

 ・さらに、民間非住宅建築物の設計マニュアルの作成など、木造建築がさらに拡大するよう 

  木造建築に意欲的に取り組む県内建築士のグループ（しまね木造塾）の取組を支援 

＜成果＞ 

 ・県内各地にモデル的な木造施設が建築され（１９棟）、しまね木造塾の会員数が１０名から 

  ２００名まで増加 

 

これまで実施してきた建築士育成の取組概要 
＜研修会の様子＞ 

＜マニュアル作成に関する試験の実施＞ 

島根県 
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木造建築物促進に向けた建築士の育成  

３ 大規模な木造建築物の設計や施工を担う人材の育成 



○岡山県においては、県内の木材団体等と連携して中国・韓国等で開催される 

 展示会出展など、県産材製品の海外への販路開拓の取組を推進しています。 

○ＣＬＴの利用促進に向け、普及促進会議を設置するとともに、設計・施設整備 
 支援やＣＬＴ造と他工法   （ＲＣ造、Ｓ造）との建築コスト比較を行っています。 

県産材製品の海外への販路開拓・ＣＬＴの普及促進 

岡山県 
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県産材製品の海外への販路開拓 

循環
資源 

ＣＬＴの普及促進 

ＣＬＴ建築コスト調査 
ＣＬＴ利用建築物の設計・施設
導入支援 

韓国輸出用に 
梱包した製材品 ヒノキ材の情報を

ＨＰで発信 

岡山県ＣＬＴ普及促進会議 

中国広州での展示会への出展 

増
加 

・ スギ花粉症は、国民の３割が罹患していると言われ 
 ており、社会的、経済的に大きな影響が生じています。 

・ スギ花粉は、風に乗って十数キロから百キロ以上 
 飛散すると言われており、各県単独での取組には限界 
 があります。 
・ 中国地方知事会では平成26(2014)年度に「スギ花粉 
 症対策部会」を設置し、中国５県が広域連携してスギ 
 花粉を低減させるための取組を次のとおり進め、できる 
 だけ早期に少花粉スギへの転換を図っていくこととして 
 います。 

 ① 中国地方連絡会議の開催 
 ② 苗木の相互融通と植替えの促進 
 ③ 普及啓発活動 

・中国５県トータルで植替えに使用する 
 少花粉スギ苗木の割合（2022年度以降）  
 90％以上 

・普及啓発モデル林の設置箇所数 
 （平成26～30年度末の累計設置箇所数）    
 25箇所 

少花粉スギへの植替え促進 
（中国地方知事会の取組） 

 少花粉スギの採種園整備 

伐って、使う 

植えて、育てる 

１ 新たな国産木材の需要創出 

６ 生産・流通体制の強化 



■取組内容 
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864  
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1,700  

2,001  

2,971  3,146  

4,790  
5,657  5,975  5,598  
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27,000

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

目標 

補助棟数（戸） 

製品利用量（㎥） 

（㎥） （棟） 

住宅メーカー支援 施主への支援 

制度見直し後，県産材製品
利用量が急増 

建築部材における県産材の消費拡大 
～補助対象を施主から住宅メーカーに変更したことにより利用量が増加～ 

広島県 その他 

■事業概要 
○ 広島県では，木造住宅の柱や梁を主なターゲットに県産材の消費拡大を推進するため，平成21年度から，県産材住宅を新
築する施主に一戸当たり25万円を補助。 

○ 施主に対する補助では，400棟が限界（事業費１億円）で利用量は5,000㎥台で横ばい。 
○ このため，平成27年度からは，住宅メーカーに対して，利用した材積に応じて補助する方式に変更。これにより，県産材製品
の利用量は３倍以上に増加（Ｈ26：5,600㎥→Ｈ29：19,700㎥）。１戸当り利用材積も増加（Ｈ27：10.7㎥/戸⇒Ｈ29：11.6㎥/戸）。 

○ 平成30年度からは，住宅以外の建築物も対象に加え，公共建築物等の非住宅分野における木材需要を拡大。 

■今後の展開等 
○ 新築住宅市場の縮小に対応するため，これまで木造化が進んでいない公共建築物をはじめ，オフィスや商業施設の非住宅
分野の木造化により，新たな木材需要の創出に取り組む。 

   住宅メーカー 

製材工場 

県産材
供給 

資
材
供
給

 

補助金  
申請・交付 

広島県内の森林 県産材製品の安定
的な需給に関する
協定を締結 広島県と県産材利

用に協力する旨の
利用協定を締結 
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/


「やまぐち木の家等推進工務店」の設置  
 
 

 
◇目的 
  やまぐち木の家※1をはじめとし、山口県産木材※2を積極的に利用した家づくりに取り組む店舗を「やま 

 ぐち木の家等推進工務店」として開設し、広く消費者に情報提供を行い、店舗における県産木材の利用を 

促進し、木材の地産・地消を推進する。 

  ※1 山口県では、木材の 強度や乾燥具合などを検査し、品質の認められた木材を「優良県産木材」と して認証 

    しており、「やまぐち木の家」とは、この認証材等を基準以上利用した耐震性等性能評価の高い新築の一戸建 

      住宅。 県では、一戸当たり２５万円を施主に助成。 

  ※2 「山口県産木材」とは、県内で生産された原木を県内の製材工場等で、製材・加工した製材品。 

      
◇設置基準 

 １ 「やまぐち木の家」を積極的に推進する店舗であること。 

 ２ 年間の新築一戸建て住宅の建築戸数に占める「やまぐち木の家」の割合が次のいずれかに該当する 

  こと。 

  ①年間建築戸数１０戸以上の社は、３割以上 

  ②年間建築戸数１０戸未満の社は、２割以上 

 ３ 県木材協会から、県産木材を積極的に取り扱う店舗として推薦された社であること。 

 ４ 営業日は週５日以上で、消費者に県産木材の利用等に関する情報を的確かつ積極的に行うこと。 

 ５ 看板、のぼり、ポスター、チラシ等のＰＲ資材を店舗等に掲示すること。 

 
◇推進工務店への支援 

 ・看板、のぼり、ポスター、チラシなどの販促資材の提供 

 ・県等が作成するホームページ、広報誌など各種広報媒体を活用した県民への情報提供 

 ・県産木材及びやまぐち木の家に関する情報提供 

 
◇今後の展開 

 ・平成３０年度に６店舗開設しており、令和４年度までに４０店舗を開設予定 

 
 

概要 ＜店舗用看板＞ 

＜建設現場用看板（タープ）＞ 

山口県 
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５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



県民総ぐるみの木づかい運動の展開  

 
○平成25年4月 全国初となる「徳島県県産材利用促進条例」を施行 

○平成27年7月 令和6年度の県産材生産・消費量を60万m3を目標とした「新次元林業プロジェクト」を開始 

○平成28年3月 県民総ぐるみの木づかい運動の推進母体となる「とくしま木づかい県民会議（現在：会員数121団体）」を設立 

平成３０年度までの取り組みの概要 

徳島県 
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˲Ǭǖȑ   
  ・全国木育サミットの開催（H31年2月開催） 
 
 
 
 
 
 
 ・すぎの子木育広場整備（20カ所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・木造建築学校の開校 
   

Ḹ ͬ 
 ・とくしま木づかいフェアの開催（H30 7,350人来場） 

  

 

 

 

 

・木づかい講演会の開催（２回/年） 

 

 

 

 

 

 

・木づかいアワード顕彰制度 

  木づかいデザイン賞 

  県民からのデザインを商品化へ 

ȉǵǬǖȑ 
・建築物等の木造・木質化 
 林業人材育成棟       危険ﾌﾞﾛｯｸ塀を木塀へ 
 

 
 
 
 

 
・企業間連携による商品開発 
 藍染めパネル（県庁受付）   藍染め板（スギ） 

  
 
 
 
 
 
・海外の県産材ショールームを核とした輸出 
 台湾ショールーム        県産材と大工技術の 
                    丸ごと輸出（韓国・台湾） 

 
 
 
 
 
 
 

【 e-ラーニング】 
■ 木材の知識 
■ 木造構造 
■ 省エネ・環境性能 
■ 防火・耐火 
■ 防腐・塗装 
■ 匠の知恵・技   等 

現場実習 

とくしま木育 
共同宣言 
 
ウッドスタート 
宣言 

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



民間分野における県産木材利用促進の取組み 

香川県 
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民間分野における県産木材の利用促進を図るため、住宅分野においては「かがわ県産ひのき住宅助成事業」
を、非住宅分野においては「木とふれあう空間整備支援事業」を創設し、県産木材購入経費を助成。 

 
 

 

かがわ県産ひのき住宅助成事業 

 
 

木とふれあう空間整備支援事業 

〇事業内容 
  県産認証ヒノキ材を利用して新築、増改築、リフォームを行う場合に  
 県産認証ヒノキ材の購入経費を補助する。 
〇補助対象者 
  ・県内に自ら居住するために木造住宅の新築、増改築又はリフォーム 
  を行う施主等 
〇補助額  
  ・認証ヒノキ材購入助成 
   認証ヒノキ材１立方メートルあたり1万円 
   認証ヒノキ材の内装材使用面積1平方メートルあたり3千円 
  ・特別加算 
   内装材を除き15立方メートルを超える認証ヒノキ材1立方メートル   
   あたり4万円 
  ・上限額 
   50万円 

〇事業内容 
  病院、店舗、飲食店、銀行、観光施設、式場など不特定多数の者が  
 集まる空間で、県産木材を利用して施設の新築や増改築、改装等を行 
 う場合に、県産木材等の購入経費を補助する。 
〇補助対象者 
  県内に認証木材等（※）を利用して木造施設建設や木質化をしようとす 
 る法人、各種団体、個人事業主、その他知事が適当と認める者。 
〇補助対象経費・補助率 

  認証木材等の購入経費及びこれらの施設に設置する認証木材等を 
 使用した木製備品等購入経費の１/２以内 
  ・上限額 100万円 
  ・下限額 木造施設建設：60万円 木質化：30万円。 

※認証ヒノキ材 
  香川県木材認証制度 
 運営協議会が「香川県産 
 木材認証制度実施要領」 
 に基づいて認証したヒノ 
 キ材をいう。 
 

※認証木材等 

 香川県木材認証制度 
 運営協議会が「香川県産 
 木材認証制度実施要領」 
 に基づいて認証した木材 
 および木材を加工した製 
 品をいう。 
 

１ 新たな国産木材の需要創出 



CLTの普及に向けた設計技術者の育成  
 
〇県内の林業や木材、設計・建築業者で組織する「愛媛県ＣＬＴ普及協議会」（Ｈ26.8.1設立）と連携し、体制を構築しＣＬＴの普及と建築  
  物等へ利用を促進。 

○Ｈ30年７月から、県内で、原木からＣＬＴ製造までの一貫生産が可能となる大型工場が稼働し、県産ＣＬＴの製造を開始。 

○県内のＣＬＴ建築物の建設を促進するため、設計技術者育成のためのセミナーを開催。 

○CLT建築物を設計・施工する際に手引きとなるＣＬＴ建築物の設計ガイドブックを作成。 

愛媛県ＣＬＴ普及推進協議会 

愛媛県 
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◇目的 

  ＣＬＴの普及や一般化は、県産材の需要拡大や

関連産業の振興に寄与することから、林業・木材業

界、建築・設計・流通に携わる関係機関の連携協力

体制を強化し、ＣＬＴの普及と建築物等への利用を

促進する。（Ｈ26.8設立） 

◇会員 

 12団体、４９企業  

   （オブザーザー県４機関、１４市町） 

◇主な事業内容 

 ・ＣＬＴ建築物普及事業 
  構造見学会・完成見学会の開催 
 ・人材育成事業 
  設計セミナーの開催、ガイドブックの作成 
 ・ＣＬＴ普及活動 
  ＣＬＴ普及に向けたＣＬＴ構造物の展示、 
  関係団体との事業連携 
 

◇目的 

 ＣＬＴを使った建築物の設計にはじめて取り組む設計者等

を対象に、ＣＬＴの特徴、ＣＬＴの製造方法、ＣＬＴを生かした

建築物の設計等を解説し、ＣＬＴをより理解しもらうためのガ

イドブックを作成し、ＣＬＴ建築物の建設促進を図る。 

◇主な内容 

 ・ＣＬＴの特徴は？ 
 ・ＣＬＴはどこでつくっているの？ 
 ・ＣＬＴの製造サイズは？ 
 ・ＣＬＴの特徴を活かした使い方は？ 
 ・実際にどういう建物が建っているの？ 
 ・施工のために設計者は何を配慮 
    しておけばよいの？ 
 ・もっと詳しい問い合わせ先は？ 
 ・設計を進める上でのおすすめ図書は？    
     などの疑問に答えています。 
◇その他 
 ・愛媛県ＣＬＴ普及協議会のＨＰ 
   で公開中 

設計ガイドブック 

「発刊：Ｈ31年３月」 

育成セミナーの開催 

◇目的 

 ＣＬＴ建築物の設計業務の円滑化、実務的

な技術の習得、設計・施工に係る情報を共

有するため、構造計画・設計や防耐火など

の講義や設計演習などをカリキュラムとした

セミナーを開催し、ＣＬＴ設計技術者の育成

を図る。 

◇実施期間 

 Ｈ30年8月からＨ31年２月にかけて５回 

 シリーズで開催 

◇参加者 

 ・設計士（意匠・構造設計士）２２名 
◇講師 
 ・金箱構造設計事務所㈱ 金箱温春 
 ・㈱ＳＵＥＰ 末光弘和 
 ・桜設計集団一級建築士事務所 加來千紘 
  ・木構造振興㈱ 原田浩司 ほか 

ＣＬＴ建築物の更なる建設促進 

ＣＬＴの設計・施工に関わる人材育成 

１ 新たな国産木材の需要創出 



●協議会の概要 
  ・全国の有識者・学識経験者を迎え、国の機関、県内の市町村、民間企業 
   などをメンバーとし設立（平成２５年度） 
  ・ＣＬＴ建築の課題解決と早期普及に向けた事業を実施 
     （構成員：８団体、２６行政機関等、学識経験者など） 

●主な事業内容  
  ①ＣＬＴ建築普及事業 
   ・フォーラムの開催（東京・高知） 
  ②ＣＬＴ技術取得事業 
   ・構造・完成研修会、技術研修会の開催 
   ③ＣＬＴ建築推進事業 
   ・建築の実用化に必要な実証試験、設計への支援 
 
 
 

■取組の概要 
 ・これまで木材があまり利用されてこなかった低・中層建築物への木材の利 
   用拡大に向けて、ＣＬＴの普及による木材需要の拡大が重要 
 ・平成25年度より、高知県では全国に先駆けて「ＣＬＴ建築推進協議会」を設 
   立し、ＣＬＴ建築物の普及に向けて取り組みを展開 
 

■ＣＬＴ建築推進協議会 

実証実験 

■高知県内のＣＬＴ建築物の整備状況 
  累積１８棟（R元.５末現在） ⇒ 累積２４棟予定（R2.3末） 

★建築事例を実証フィールドとして課題解決に取り組み、 
技術やノウハウを蓄積・普及して、ＣＬＴ建築の推進に活かす！ 

ｐｏｉｎｔ② 最先端の知見による技術的なバックアップ （取組の初期段階） 

●ＣＬＴ建築プロジェクトごとにチームリーダー（学識経験者）を配置 
   ①窪津漁業(協)事務所 ②高知県森連事務所  
   ③農業担い手育成センター ④はるのガーデン（サービス付き高齢者向け住宅）  
 
●アドバイザーの招聘による技術支援 
 ・耐火、衝撃音 、構造、防水・防湿、温熱等の有識者を招聘して、技術アド 
  バイスによる支援 

ｐｏｉｎｔ③ 費用負担の軽減（制度活用） 

●国の事業等による助成 
 ・H26Ṍ: 林野庁、国土交通省 

●県単独事業による助成 
 ・H30ṌḲＣＬＴ建築物の設計に対する支援  【基本設計or/and実施設計】 

        （設計費の1/2を助成）  
 

 
 

 

 

ｐｏｉｎｔ① 建築事例等を活用した人材の育成 

●設計プロポーザルを活用したＣＬＴ建築に携わる建築士の育成 
 ①県内建築士への参加呼びかけ（32名が参加） 
 ②建築士（意匠設計＋構造設計）のチームを結成（6チーム） 
 ③CLTﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの参加後、基本設計(案)を作成 
 ④基本設計ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙの最優秀チームが、実施設計＋施工管理を受注 
  
 
   

 ※基本設計ﾌﾟﾛﾎﾞｰｻﾞﾙの参加に、CLTﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの参加を義務付け 
 ※採用されなかったﾁｰﾑの建築士を他のCLT物件の施主に紹介 

■取組のポイント 

ＣＬＴ建築の普及促進 

 ● 蓄積された技術・ノウハウの普及 
  ・技術研修会の開催、新規にＣＬＴ建築に取り組む建築士への情報提供  
 
 
  

CLT建築の推進 

高知県 

構造研修会の開催 

１ 新たな国産木材の需要創出 
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木造・木質化に優れたモデル的な建築物の表彰  

 
○福岡県では、充実した森林資源を有効に活用し、森林の世代サイクルの回復を図るため、住宅や公共建築物等における木造・木質化
を積極的に推進 

○その一環として、木造・木質化に優れたモデル的な建築物を表彰する「福岡県木造・木質化建築賞」を実施 

◇目的 

・県産木材の需要拡大の推進をより一層図るため、県民や建築関係者に対し、木造・木質化に優れたモデ
ル的な建築物を紹介し普及啓発する 

◇賞の対象 

・県産木材の需要拡大を図るため、公共建築物や店舗・住宅等の木造・木質化を推進するにあたり、モデ
ルとなる優れた建築物 

◇賞の部門 

 ・木造の部（大賞、優秀賞） 

 ・木質化の部（大賞、優秀賞） 

 ・特別賞 

 ・奨励賞 

◇主な選考基準 

 ・国産材を積極的に活用し、林業振興に寄与しているもの 

 ・木材の特徴や良さを活かし、建築物の木造・木質化に波及効果があるもの 

◇選考委員 

 ・学識経験者、業界団体、マスコミ、行政関係者 

福岡県木造・木質化建築賞の概要 
＜第５回木造の部 大賞＞ 

＜第５回木質化の部 大賞＞ 

福岡県 
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里山ながや・星野川 

久山町立けやきの森幼稚園 

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 



間伐材を利用したクリーク護岸整備 

佐賀県 
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佐賀平野のクリークは、総延長１,５００kmに及び、農業用水の貯留や送水機能のほか、洪水時は
降雨を一時的に貯留し、地域を洪水から守る防災機能など多面的機能を有している。 
しかしながら、クリークの多くは土水路であることから、水位の上下動に伴い、クリーク法面の崩壊
が発生またはその恐れがあり、早期復旧が必要となっている。 

◆目 的 
 ・従来のコンクリートブロックマット工法よりもコスト的に 
  安価で、復旧・整備延長を大幅に延ばすことができる 
  間伐材等を活用した木柵工を採用 
 
 ・平成24年度から約10年計画で約580kmの整備を進め、 
  間伐材の利用による森林整備の推進 
 
◆規格材料 
 ・クリーク整備に使用する木材はスギ（スギが不足する 
  場合はヒノキも使用） 
 ・県産木材証明及び合法木材証明の確認ができるもの 
 
◆維持・管理の取組 
 ・設置材料の耐用年数の検討（施工後１０年後まで継続 
  調査） 
 ・杭頭部における耐久性維持方法の検討 
 

木柵工の基本構造（標準断面図） 

工事着工前 工事完了後 

クリーク整備の概要 

１ 新たな国産木材の需要創出 



長崎県庁新庁舎の建設 

長崎県 

47 

 
○長崎県は平成３０年１月に新庁舎を建設し、内装外装材や家具へ、県産木材を多面的に使用した。 

○全体の木材使用量は約292m3、そのうち県産木材は約267m3(91%) 

○2018年度 ウッドデザイン賞ソーシャルデザイン部門 受賞 

◆その他 
   県本会議場：内装の壁天井とともに、議員席の机にも県産  
           材を使用 
   木製受水槽：上水用水槽と雑用水用水槽に県産杉材によ   
           る木製受水槽を４基設置 
   食堂内装材：天井に不燃加工ルーバ、床には県産材圧縮 
           フローリング床材を使用 
   共用部家具：各共用部に県内家具製作業者による県産木 
           材を使用した家具を設置 

◆環境調整機能をもつ外装 
   庁舎西面には木材による縦ルーバー  
   を用い直射光と直接海風をカット 

◆県民が集うエントランスホールを木質化 
 1階から4階まで吹き抜けたエントランスホールの天井  
 や壁、家具に至るまで県産木材を多面的に活用 

◆最上階展望施設に耐火木構造を採用 
  木材の軽量さを行かせる方式として、   
   最上階を木構造化 

２ 公共建築物の木造化・木質化の推進 



くまモンと学ぶ熊本の森林・林業・木材に関する副読本 

熊本県 その他 

副読本、指導者ガイドブックは、熊本県庁ホームページに掲載しています。是非、ご覧ください。 

熊本県では、学校教育における森林・林業・木材に関する子ども達の学習を補助し、併せて県の森林の現状や県産材利用の意義等を理
解してもらうことを目的として、小学5年生社会科用副読本を平成17年度から、中学校技術・家庭科用副読本を平成20年度から県下の全
小・中学校に、毎年度継続して配布しています。 

学習指導要領の改訂や社会情勢の変化等を踏まえ、先生方により広く活用いただけるよう、指導主事や木育の研究者、林務行政担当者
等が意見を出し合い、平成30年度新たに以下の副読本を作成しました。また、指導者用ガイドブックには、副読本を活用した学習活動例
や授業で活用できるワークシート等を掲載しています。 

 
『木になる森のはなし』 
小学５年生 社会科用副読本      指導者用ガイドブック 

『木と暮らしと森』 
中学校技術・家庭科用副読本     指導者用ガイドブック 
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大型施設の木造化（県立武道スポーツセンター）  
 
○無垢製材品による日本最大級の大スパン（約７０ｍ）の屋根高架化 

○一般製材（流通）品の使用によるコストの削減（最大サイズ：１２０×２４０mm） 

○分離発注による木材の事前準備（計画的なプレカット加工と現場施行） 

 
◇住所 大分県大分市大字横尾 大分スポーツ公園内 

◇構造 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、木造 

◇階数 地上３階、地下１階 

◇規模 建築面積：１４，３９３㎡ 

◇木材 ９８５㎥（構造：９７２㎥、内装：１３㎥） 

◆多目的競技場 

  競技場面積：約３，５７０㎡（横８１ｍ×縦４０ｍ） 

  有効天井高：１２．５ｍ（中央部は１９ｍ） 

  観客収容数：５，０００人程度 

◆武道場 

  競技場面積：約２，４１０㎡（横３３．５ｍ×縦２４ｍ×３道場） 

   ※柔道場、剣道場、副道場 

  有効天井高：６．９ｍ（中央部は１１ｍ） 

  観客収容数：４００人程度 

「大分県立武道スポーツセンター」の概要 ＜多目的競技場＞ 

＜武道場＞ 

大分県 その他 
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宮崎県における「材工一体」による県産材輸出の取組  
 
○本県の森林資源は本格的な伐採期を迎えており、この森林資源を有効に活用し、循環型林業を構築するため、木材の需要拡大を推進 

○今後、人口減に伴う新設住宅着工戸数の減少が見込まれているため、新たな木材需要先として海外への輸出を推進 

○特に、韓国においては木造軸組構法とプレカット部材をパッケージにした「材工一体」の手法により輸出を推進  

「材工一体」の取組イメージ 

＜木造軸組工法入門セミナー＞ 

宮崎県 

＜木材利用に向けての交流活動＞ 

＜パートナー企業のフォローアップ（技術向上）＞ 

＜木造軸組工法実務者研修＞ 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

・ 東アジア主要都市の消費者や内装・建築設計関係者などに 
 県産材（木材）の良さを伝えるセミナーの開催やイベントへの 
   参加 
・木材利用に繋がるキーパーソンの掘り起こしや人脈づくり 

・ 建築設計関係者などに木造軸組 
 構法の実例の紹介や特徴をＰＲす 
 るセミナーの開催 

・ 木造軸組構法に興味を持つ建築 
  設計関係者などを本県に招へいし、 
  設計・施工等に関する実務研修を 
  実施 

・木造軸組構法に取り組むパートナー企業の効率的な設計・施 
 工のための設計・施工・ＣＡＤ入力などの技術指導を実施 

[木造軸組入門書、 
   木造軸組施工手引き] 

木造軸組構
法技術フォ
ローアップ 

（韓国） 

木造軸組構法 
実務研修 

（韓国、台湾） 

木造軸組構法入門セミナー 
（韓国、台湾） 

セミナー等の交流活動による木材利用の
機運醸成やキーパーソンの掘り起こし 

（東アジア主要都市） 

step1 

step2 

step3 

step4 

１ 新たな国産木材の需要創出 

技術力の向上 
技術者の育成 
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「鹿児島県産材輸出サポーター」登録制度の創設 

鹿児島県 
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○鹿児島県では，県産材の輸出拡大を図るため，県産材の輸出に積極的に取り組む輸出事業者を「鹿児島県産材輸出サポーター」とし 
  て登録する制度を，平成２７年度に創設 

○県では，登録したサポーターを通じて木材輸出の情報収集を行うほか，サポーターが取り組む県産材の輸出拡大に向けた活動を支援   

 
 
◇目 的 

 ・  県産材の輸出に積極的に取り組む輸出事業者を「鹿児島県産材輸出サポーター」として登録し，サ 
 ・  ポーターの活動を通じて県産材の海外における普及と更なる輸出拡大を図る。  

◇サポーター登録の流れ 

 ・  県内の林業事業体等から推薦のあった輸出事業者が登録申請を行い，県が「鹿児島県産材輸出サ  
 ・  ポーター」として登録する。 

◇サポーターの役割 

 ・  鹿児島県産材に関する知識の習得，情報収集 

 ・  鹿児島県産材の積極的な輸出及び普及・ＰＲ 

 ・  鹿児島県産材の輸出に関する情報提供 

◇サポーター登録のメリット 

 ・  県補助事業による活動支援 

 ・  県産材供給に関する情報共有 

 ・  県産材ＰＲパンフレット等を活用した販路開拓 

◇サポーターの報告義務 

 ・  サポーターは，毎年４月末日までに，前年度の輸出実績等を県に提出 
   

＜木材輸出港の状況＞ 

県　内 　７社 製材業 　５社

県　外 １１社 商　社 １３社

登録者数 １８社

＜サポーターの活動状況＞ 

海外における展示会 海外における商談 

平成３０年度 県産材の輸出量は約２３万６千ｍ3 （県調べ） 

（志布志港） 
サポーター登録制度の概要 

１ 新たな国産木材の需要創出 



沖縄県 
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沖縄県産木材の常設展示場の設置 

・大型商業施設と連携し、休憩スペースとして県産木材を活用した家具を展示 

◇概要 

・木材展示イベント等の各種情報の発信 

・多くの樹種から構成される県産木材の特有の魅力や用途（色合い・木目等）を広く県民に普及・ＰＲ 

◇背景・目的 

・県民に対してヒアリングを行い、製品の評価・検証 

・継続して設置を行い、木育等のプロモーション活動を実施する予定 

◇今後の展開 

◇展示場の様子 

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発 


